
山形県イノシシ管理計画(案)に対する意見募集結果 

 

１  意見の募集期間 

    令和３年２月 22日(月)から令和３年３月 15日(月)まで 

 

２  意見等の件数 

    13件（意見提出者 ５人） 

 

３  提出された意見の概要及び意見に対する県の考え方 

 

番

号 

ご意見の概要 県の考え方 

１ 冬期以外の積雪の無い時

期は、くくりわな捕獲が有

効で、また安価でもあるこ

とから、個人、行政が負担

をすることも可能かと思

う。中長期の捕獲者増加策

として新規わな免許取得へ

の支援策を強化していただ

きたい。 

新たに狩猟免許を取得する方

に対しては捕獲技術の向上のた

めの講習会を多く開催し、支援を

強化しております。 

また、市町村によっては狩猟免

許取得経費等に対する支援を行

っていますので、最寄りの市町村

にお問合せ願います。 

２ 指定管理鳥獣捕獲事業に従

事している会員からの声と

して、負担の割にはいただ

く金額が少ないと意見が多

いため、指定管理鳥獣捕獲

事業の予算を増やし、捕獲

従事者が納得できる金額に

していただきたい。現在の

捕獲従事者への温かい支援

が会員数維持にも効果があ

るかと思う。 

環境省の交付金事業である指

定管理鳥獣捕獲事業については、

引き続き国・県の予算の確保に努

めてまいりますので、御理解をお

願いします。 

３ 指定管理鳥獣捕獲等事業

による個体数調整について 

この件については、計画

期間５カ年に一回、各地域

（市町村）で事業実施すべ

きである。捕獲対策効果と

しては、継続して実施でき

環境省の交付金事業である指

定管理鳥獣捕獲等事業の市町村

連携型捕獲事業は、同一地域での

支援は３年とされております。 

また、捕獲経費については、引

き続き国・県の予算の確保に努め

てまいりますので、御理解をお願



れば、最大級であると思う。

捕獲経費は、１頭当たり

30,000円以上として、国・

県・市町村で負担調整して

いただきたい。 

いします。 

４ ６管理目標（２）捕獲目

標と推定生息頭数の抑制 

イノシシの捕獲頭数の目

標は少ないと思う。天童支

部の令和２年度指定管理鳥

獣（イノシシ）捕獲等事業

の捕獲事業における割当頭

数は 35頭だが、実捕獲頭数

は 76頭であり、その他有害

捕獲や狩猟での捕獲頭数は

集計中だが、割り当て以上

の捕獲が可能な状態である

ため。 

捕獲目標頭数は環境省の指定

管理鳥獣等捕獲事業による捕獲

だけではなく、有害捕獲や狩猟に

よる捕獲頭数を含めて計画して

おりますので、御理解をお願いし

ます。 

５ ６管理目標（２）捕獲目

標と推定生息頭数の抑制 

イノシシの捕獲頭数の目

標をもっと多く見積もる必

要があると思う。 

捕獲目標頭数は、今までの捕獲

実績から捕獲強化施策のもとで

の捕獲頭数の増加を考慮のうえ、

今後の捕獲頭数を推計しており

ます。 

６ 捕獲目標頭数の見直しを

してほしい。例えば、実績

低調地区からの予算引上げ

て実績が高い地区へ再分配

するなど効果の上がる事業

推進を望む。 

環境省の推定管理鳥獣捕獲事

業についての御意見かと思いま

す。山形市の実施している前記事

業は天童市以外の市町村からの

予算の引上げや再配分ができな

い制度となっておりますので、御

理解お願いします。 

７ 事故防止のためであるこ

とは重々承知であるが、銃

器を使用しての単独活動を

容認してほしい。複数人で

の活動となると都合を合わ

せる必要があり、捕獲活動

が消極的になるため。 

有害捕獲及び指定管理鳥獣捕

獲事業についての御意見かと思

います。取扱要領や実施計画に記

載のとおり複数人で活動する必

要がありますので、御理解をお願

いします。 

８ 生活ゴミの放置や野生動

物の餌付けに対する啓発が

必要である。 

これら野生動物を人の生活圏

に誘引する行為を行わないよう

注意喚起することとし、市町村を

通じて啓発に努めてまいります。 



９ 国有林への一定期間の入

山許可と捕獲活動を認めて

ほしい。入山の都度の個別

許可手続きは煩雑であり、

活動が消極的であるため。 

「入林届」に関しては、同一年

度内であれば、１回の申請で複数

回の入林が可能ですが、「入林連

絡票」については、入林日が決ま

った際に提出が必要となります。

詳しくは森林管理署にお問合せ

願います。 

10 人物厳選、丁数限定の上、

装薬銃継続所持 10 年未満

者でも狩猟目的でライフル

銃の所持許可を与えてほし

い。銃刀法の改正が必要な

ことは重々承知なので、現

場の声として反映していた

だきたい。 

被害防止計画に基づく対象鳥

獣の捕獲等に当たっては、ライフ

ル銃を使用する場合は、銃刀法に

より、継続して 10年以上猟銃の所

持許可を受けている者のほか、事

業に対する被害を防止するため

ライフル銃による獣類の捕獲を

必要とする者も、ライフル銃の所

持許可を受けることができると

されております。詳しくは市町村

または警察にお問合せ願います。 

11 イノシシ檻にツキノワグ

マの好物である蜂蜜を置き

ツキノワグマを錯誤捕獲し

たと主張する悪質な捕獲者

がいるようなので、そのよ

うなものは厳正な処分をお

願いしたい。 

錯誤捕獲を誘引する行為を厳

に行わないことや箱わなにクマ

脱出口を適切に設置するなどに

ついて、研修等を通じて啓発し、

指導を強化します。 

また、狩猟者登録時に配布する

資料で引き続き周知してまいり

ます。 

12 銃器の取扱い経験のある

退職警察官への狩猟免許と

銃器所持許可取得奨励によ

り、実施隊要員を確保する

ことができると思われるた

め、OBに対して奨励しては

いかがか。 

鳥獣被害対策実施隊隊員は市

町村長の任命となりますので、御

意見については市町村へお伝え

します。 

13 雪が降ると、わなを設置

できなくなるため指定管理

鳥獣捕獲等事業における捕

獲期間を稲刈り前の９月ご

ろに早めてほしい。 

本県においては、指定管理鳥獣

捕獲等事業と有害捕獲による捕

獲活動は、捕獲期間により振り分

けておりますので、御理解をお願

いします。 

 

 


